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　【福祉課　子育て支援係】
　今回は福祉課の子育て支援係で行っている児童手当などの各種手当や医療費助成制度などについて紹
介します。

■お問合せ先　福祉課　TEL　74－2117

【活動場所】
●「レッツ！ふかうら」北児童クラブ（修道小学区）……大戸瀬支所　多目的ホール
●「レッツ！ふかうら」中央児童クラブ（深浦小学区）……深浦中沢　さくら館２F
●「レッツ！ふかうら」南児童クラブ（いわさき小学区）…岩崎支所　社会文化会館２F

事業名

児童手当

児童扶養手当

特別児童
扶養手当

内容 支給時期

偶数月の
年６回

奇数月の
年６回

4月・8月・
11月の
年３回

◆各種手当

０歳から高校生年代までの児童を監護する者に対し、０歳か
ら3歳未満の第１子・第２子は１人あたり月15,000円、３歳
から高校生年代の第１子及び第２子は月10,000円、第３子
以降は年齢問わず月30,000円を支給します。
父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している場合
や、父又は母が心身に障害がある場合に、その児童を養育し
ている父又は母（又は養育者）に対して児童が18歳に達する
年度末まで手当を支給します。
※児童が政令で定める障害を有するときには、児童が20歳に
達するまで支給します。
精神又は身体に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を監
護している父又は母、もしくは父母にかわって児童を養育し
ている方へ支給します。

事業名

子ども医療費

ひとり親医療費

内容
◆医療費助成

健康保険に加入している子どもが、医療を受けた場合の保険診療分に係る自己
負担額を助成します。
対象年齢：０歳から18歳まで（高等学校卒業相当まで）
ひとり親家庭(母又は父及び子)に対して、医療費の保険診療にかかる自己負担分
を助成します。
※父母については１医療機関につき１月1,000円の自己負担が有ります。

事業名
レッツ！ふかうら

児童クラブ

内容
◆放課後健全育成事業

共働き家庭などの留守家庭や家族の介護等で児童の面倒をみることができない
世帯の児童を対象に放課後等に適切な遊びや生活の場を提供しています。

役場の窓口を紹介します役場の窓口を紹介します
F-ミーティング
　　実施グループ募集中！！
　深浦町のこれからをみんなで語り合ってみませんか？
　町長と地域の活性化・住みよいふるさとづくりなど、よりよい町
づくりのための意見交換を行いたい５～10名程度のグループを募集
しています。興味のある方は申込・問合せ先までご連絡ください。　
　　□申込・問合せ先
　　　　　　総合戦略課　TEL　74-2122

平沢町長が、深浦町の魅力を発信する
F-tube！
深浦町の魅力が伝わるチャンネルを目
指していきますので、ぜひチャンネル
登録をよろしくお願いします。
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グットイグナル
  代表 山﨑 麻美

〒038-2504
深浦町大字北金ケ沢字塩見形272-14

TEL：0173-82-0813 FAX：0173-82-0814

宅地建物取引業 青森県知事（1）第3641号

空き家バンク登録申請お手伝いします

空き家でお困りの方はご相談ください

面倒な書類集めや書類作成は、
グットイグナルにおまかせください！

〈ご相談の際は、固定資産税課税明細書をご用意ください〉


